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 わが国の自殺死亡者は、平成 10 年以降、14 年連続で 3 万人を超えました。

この間、平成 18 年には「自殺対策基本法」が制定され、自殺は個人の問題から

社会的な問題であるとの認識の下、様々な対策が講じられ、平成 21 年以降の自

殺者数は減少傾向にありますが、依然として 2 万人を超えています。 

自殺は、その多くが悩み抜いた末に、自ら命を絶たざるを得ない状態にまで「追

い込まれた末の死」であり、周囲の気づきや適切な相談対応など、社会全体で対

策を考えるべきものであります。 

 「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指し、自殺対策をさら

に総合的かつ効果的に推進するため、平成 28 年 4 月に国の「改正自殺対策基

本法」が施行され、平成 30 年度までに全ての自治体に対し、生きることの包括

的な支援を基本理念とした自殺対策計画の策定が義務付けられました。 

 本市におきましても、平成３１年３月にこれまでの取組を発展させ総合的に

自殺対策を推進するため、「みなまた生きる支援推進プラン（水俣市自殺対策計

画）～誰も自殺に追い込まれることのないいのち支える水俣市をめざして～」を

策定し、自殺対策を推進してまいりました。 

しかし、本市の自殺者数は増減を繰り返しており、特に７０歳以上の高齢者の

自殺や健康問題、生活困窮に関わる自殺が多いことが喫緊の課題となっており

ます。また全国的には新型コロナウイルス感染症の感染拡大下において女性や

中高生の自殺が増加し、本市においても注視していく必要があります。 

 この計画では、本市における生きる支援を総合的に推進するための具体的な

施策を定めており、引き続き本計画に基づいて国や県をはじめとする様々な分

野の関係機関や関係団体等との連携をさらに強化するとともに、市民の皆様と

一丸となった取組を展開してまいりたいと考えております。 

 自殺対策は「生きることの包括的な支援」であり、それは地域づくりそのもの

です。市民一人ひとりがこころの健康づくりの大切さを意識し、自分自身の問題

のみならず、市全体の問題としてお互いに支えあっていくことが必要になりま

すので、市民の皆様をはじめ、関係機関の皆様の御理解、御協力をお願いいたし

ます。 

 最後に、本計画の策定にあたり、貴重な御意見や御提案をいただきました水俣

市生きる支援ネットワーク協議会の皆様をはじめ、関係者の皆様に心から感謝

申し上げます。 

 

 令和５年３月 

水俣市長 髙岡 利治    

 

 

 

 

はじめに 
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１ 計画策定の背景 

 自殺はその多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神保健上の問題だけ

でなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などの様々な社会的要因があ

ることが知られています。自殺に至る心理としては、様々な悩みが原因で追い詰められ

自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥る、社会とのつながりの減少や生きていても

役に立たないという役割喪失感から、また与えられた役割の大きさに対する過剰な負担

感から、危機的な状態に追い込まれてしまう過程と見ることができます。 

 我が国の自殺者数は、平成 10 年以降年間３万人を超え、その後も高い水準で推移し

ていました。平成 18年 10 月に自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85号）が施行さ

れて以降、「個人的な問題」と認識されがちであった自殺が「社会的な問題」と認識さ

れるようになり、社会全体で自殺対策が進められるようになりました。施行から 10 年

目の平成 28 年 3 月には、自殺対策を更に強化するため自殺対策基本法が改正され、

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して、すべての都道府県及び

市町村が「地域自殺対策計画」を策定することとなりました。 

  

 

図１：自殺の危機要因イメージ図（厚生労働省資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画策定の趣旨等 
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２ 計画策定の趣旨 

 本市においても、これまでの取組を発展させる形で全庁的な取組として総合的に自殺

対策を推進するため、平成３０年度に「みなまた生きる支援推進プラン（水俣市自殺対

策計画）～誰も自殺に追い込まれることのないいのち支える水俣市をめざして～」を策

定し、地域の関係機関や団体、庁内関係部署と連携して自殺対策に関する様々な施策を

進めてきました。 

 今回、これまでの取り組みや本市の現状などを踏まえ、また、令和４年１０月に新た

に示された国の自殺総合対策大綱を参考に、「第２期みなまた生きる支援推進プラン（水

俣市自殺対策計画）～誰も自殺に追い込まれることのないいのち支える水俣市をめざし

て～」を策定します。 

 

３ 計画の位置づけ 

 本計画は、自殺対策基本法に基づき、同法第 13 条 2 項に定める「市町村自殺対策

計画」として定めるものです。 

 本計画は、市の最上位計画「第 6次水俣市総合計画」を基とし、健康増進計画「いき

いき・みなまたヘルスプラン」と整合性を持ち、自殺対策に関連するほかの計画と連携

を図るものです。 
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４ 計画の期間 

 国の自殺対策の指針である自殺総合対策大綱は、平成 19 年 6 月に初めて制定され

た後、平成 20 年 10 月、平成 24 年 8 月、平成 28 年の自殺対策基本法改正の趣旨

や我が国の自殺の実態を踏まえた見直しにより、平成 29年 7月に自殺総合対策大綱、

令和４年１０月には新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進を含

めた新たな自殺総合対策大綱～誰も追い込まれることのない社会の実現を目指して～

が閣議決定されました。 

このようにこれまで自殺総合対策大綱は、おおむね 5 年に一度を目安に改定が行わ

れているため、本市の計画の期間は、令和５年度から大綱の見直しが行われる令和９年

度までの５年間とします。 

 

５ 計画の数値目標 

 自殺対策基本法において示されているように、自殺対策を通じて最終的に目指すべき

は、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現です。そうした社会の実現に向

けては、対策を進める上での具体的な数値目標等を定めるとともに、それらの取組がど

のような成果を挙げているのかといった、取組の成果と合わせて検証を行っていく必要

があります。 

 国は、平成 29 年 7 月に閣議決定した「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い込まれ

ることのない社会の実現を目指して～」において、令和８年までに、人口 10 万人当た

りの自殺者数（以下「自殺死亡率」という。）を平成 27 年と比べて 30％以上減少させ

ることを、政府の進める自殺対策の目標として定めています。 

 そうした国の方針を踏まえつつ、本市の計画における当面の目指すべき目標値として、

令和２年の年間自殺者数３人（自殺死亡率 1２.4）を、令和９年までに自殺者数ゼロを

目指します。 
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１ はじめに 

 

（１）自殺実態の分析にあたって 

 本章の分析にあたっては、厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺統計」の両方

を使用するとともに、自殺者数と自殺死亡率の 2 種類の値を参考にしました（自殺死

亡率とは、人口 10 万人当たりの自殺者数を指します）。なお、両方の統計には以下の

ような違いがあります。 

①調査対象の差異：厚生労働省の人口動態統計は、日本における日本人を対象としてい

るが、警察庁の自殺統計は、総人口（日本における外国人も含む）を対象としている。 

②事務手続き上（訂正報告）の差異：厚生労働省の人口動態統計は、自殺、他殺あるい

は事故死のいずれか不明のときは自殺以外で処理しており、死亡診断書等について作

成者からの自殺の旨訂正報告がない場合は、自殺に計上していない。警察庁の自殺統

計は、捜査等により、自殺であると判明した時点で、自殺統計原票を作成し、計上し

ている。 

③項目の差異：警察庁の自殺統計は、「職業別」「原因・動機別」といった項目があるが、

厚生労働省の人口動態統計にそれらの項目はない。 

 

（２）作図に用いたデータ 

 本章で掲載した図 2～10、表 1～5 は、それぞれ以下の統計を使用し作図したもの

です。 

・図 2：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

・表 1：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2021）」 

・図 3：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

・表 2：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2021）」 

    自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2021）」 

・図 4：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

・図 5：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

・図 6：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

・図 7：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

・表３：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2021）」 

・図 8：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

・図９：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

・表 4：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2021）」  

・表 5：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2021）」 

・図 10：NPO 法人ライフリンク「自殺の危機経路」 

 

 

 

第 2 章 水俣市の自殺の現状 



7 

 

２ 水俣市の自殺の現状（まとめ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 平成 2８年と比較して、令和２年は自殺者数・自殺死亡率ともに減少傾向にあるも

のの、自殺者数・自殺死亡率ともに年によって増減があります。 

 

（２） 令和２年の自殺死亡率は、全国や熊本県よりも低いです。 

 

（３） 性別・年代別では、２０歳代男性女性、70 歳代、80 歳代の男性の割合が高いで

す。全国や熊本県よりも女性の割合がやや高い傾向にあります。 

 

（４） 全国や熊本県と比べ、自殺者に占める「年金受給者」の割合が高いです。 

 

（５） 全国と比べ、「自営業・家族従業者」による自殺の割合が高いです。 

 

（６） 同居の有無別では、約７割が「同居あり」です。 

前回第１期プラン策定時と比べて「同居なし」が増加しています。 

 

（７） 自殺の原因・動機では、「健康問題」が最も多いです。 

 

（８）平成 2８年から令和２年の 5年間で、本市において自殺者数が多い属性（性別×年

代別×仕事の有無別×同居人の有無別）は、以下の 5 区分です。 

  Ⅰ：60歳以上の男性の無職者で、同居人がいる人（自殺者全体の 33.3%） 

  Ⅱ：60歳以上の女性の無職者で、同居人がいない人（自殺者全体の 13.3%） 

  Ⅲ：60歳以上の男性の有職者で、同居人がいない人（自殺者全体の 6.7%） 

  Ⅳ：20～39 歳の男性の無職者で、同居人がいる人（自殺者全体の 6.7%） 

  Ⅴ：20～39 歳の男性の有職者で、同居人がいない人（自殺者全体の 6.7%） 
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３ 自殺者数と自殺率の推移 

 平成２３年から令和２年までの本市の自殺者数は、４５人です。 

自殺者数・自殺死亡率（以下「自殺率」という。）は、平成２６年度以降減少傾向に

ありましたが、近年増加するなど年によりバラつきが大きい状況です。 

本市の自殺率は 12.4で、全国（16.4）や熊本県（16.2）よりも低く、平成２８年

以降、令和元年を除き全国や熊本県よりも低く推移しています。（図 2、表 1） 

 

図 2：自殺者数（水俣市）と自殺率（水俣市、全国）の推移（平成 23～令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

表１：自殺者数・自殺率の推移 

単位 自殺者数（人）  自殺率（人口 10 万対） 

平成 28 年～令和 2 年 H28 H29 H30 R1 R2 

本

市 

自殺者数 15 4 1 2 5 3 

自殺率 12.0 15.5 3.9 8.0 20.2 12.4 

全

国 

自殺者数 104,379 21,703 21,127 20,668 19,974 20,907 

自殺率 16.4 17.0 16.5 16.2 15.7 16.4 

本

県 

自殺者数 1,392 321 272 248 269 282 

自殺率 15.8 18.1 15.7 14.2 15.0 16.2 

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2021）」 
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４ 性別・年齢階層別の特徴 

 性別の自殺者数の割合は、平成 28 年から令和２年までの合算で見ると、男性は１０

人で 66.7%、女性が５人で 33.3%です。 

 熊本県（男性 68.9%、女性 31.1%）や全国（男性 68.6%、女性 31.4%）と比べ

ると女性の割合がやや高い傾向にあります。（図 3） 

 

図 3：性別構成割合（平成 2８年～令和２年合計） 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

 平成 2８年から令和２年の合算では、自殺者数が多い順に 80 歳以上が５人、次いで

70 歳代が３人、20 歳代、40 歳代が２人となっていますが、自殺率でみると高い順に

80 歳以上（29.1）、20 歳代（22.0）、70歳代（16.8）となっています。（表 2） 

 

表２：年齢構成別自殺者数と自殺率    単位 自殺者数（人）、自殺率（人口 10 万対） 

平成 28 年～令和２年 
19 歳 

以下 

20 歳 

代 

30 歳 

代 

40 歳 

代 

50 歳 

代 

60 歳 

代 

70 歳 

代 

80 歳 

以上 

本

市 

自殺者数 15 0 2 1 2 0 2 3 5 

自殺率 12.0 0.00 22.0 8.8 14.8 0.0 9.2 16.8 29.1 

全

国 

自殺者数 104,379 3,112 11,140 13,136 17,705 17,500 15,577 14,739 11,217 

自殺率 16.4 2.9 17.2 17.1 18.6 22.0 18.0 20.1 21.3 

本

県 

自殺者数 1417 32 124 149 207 261 240 187 216 

自殺率 15.8 2.0 15.4 14.8 18.4 23.7 17.9 18.5 23.3 

出典：自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2０２１）」 
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 本市の自殺の割合を「性別×年齢構成別」のクロス集計でみると、80歳以上の男性

が最も多いです。（図４②） 

 第１期計画策定時と比べると、女性全体の割合が増加しています。（図４①②） 

 

図４：水俣市の「性別×年齢構成別」自殺者数の構成割合 

①平成 24 年～平成 28年合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②平成 2８年～令和２年合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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熊本県や全国と比べて、男性の死亡者数の割合は、60 歳代、70 歳代、80 歳以上が

高い傾向にあります。（図 5） 

 

図 5：男性年齢階層別割合（平成 2８年～令和２年合計） 

  

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

熊本県や全国と比べ、女性の死亡者数の割合は、２０歳代、４０歳代、70 歳代、80

歳以上が高い傾向にあります。（図 6） 

図 6：女性年齢階層別割合（平成２８年～令和２年合計） 

  

 

 出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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５ 職業別の特徴 

 職業別の自殺者数の割合は、平成 2８年から令和２年の合算でみると、自殺者の多い

順に「年金」が６人で 5０.0%、次いで「被雇用者」が２人で 16.7%となっています。 

（図７） 

 熊本県や全国と比べ、「年金」が高い傾向にあります。（図 7） 

 

図 7：職業別割合（平成 2８年～R2年合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

 熊本県や全国と比べ、有職者の自殺の割合では、「自営業・家族従業員」が高い傾向

にあります。（表 3） 

 

表 3：有職者の自殺の内訳（平成 2８年～令和２年合計） 

  自営業・家族従業員 被雇用者・勤め人 

水俣市 50.0% 50.0% 

全国 26.6% 73.4% 

熊本県 18.2% 81.8% 

出典：自殺総合対策センター「地域自殺実態プロファイル（20２１）」 
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６ 同居の有無 

 同居の有無別の自殺者数の割合は、平成 2８年か令和２年の合算でみると、「同居あ

り」は 10 人で 66.7%、「同居なし」が５人で 33.3%です。（図 8②） 

 第１期計画策定時と比べると、「同居なし」が増加している。（図８①②） 

 

図 8：同居人の状況 

①平成２４年～平成２８年合計         ②平成 2８年～令和２年合計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 

 

７ 原因・動機別の状況 

 原因・動機別の自殺者の割合は、平成 2８年から令和２年の合算でみると、自殺者の

多い順に「健康問題」が 11 人で 57.9%、次いで「家庭問題」が 7 人で 36.8%とな

っています。（図 9） 

※自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因が連鎖する中

で起きています。 

 

図 9：原因・動機別の状況（平成 2８年～令和２年合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「地域における自殺の基礎資料」 
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８ 自殺未遂の有無 

 平成 2８年から令和 2 年における本市の自殺者のうち、亡くなる前に自殺未遂の経

験がなかった人は 66.7%となります。（表 4） 

  

表 4：自殺未遂の状況（平成 2８年～令和２年合計） 

 あり なし 不詳 

水俣市 ― 66.7% ― 

熊本県 24.1% 60.4% 15.5% 

全国 19.3% 62.6% 18.1% 

出典：自殺総合対策センター「地域自殺実態プロファイル（2021）」 

 

９ 対策が優先されるべき対象群 

 本市の自殺者数は平成 2８年から令和２年合計１５人（男性１０人、女性５人）です。 

平成２４年から平成２８年合計３１人と比較すると、半分に減少しています。 

表 5：水俣市の特徴 

上位５区分 
自殺者数
5 年計 

割合 
自殺率* 

(10 万対) 
背景にある主な自殺の危機経路

** 

1 位：男性６０歳以上 
無職同居 

5 33.3% 40.9 
失業（退職）→生活苦＋介護
の悩み（疲れ）＋身体疾患→
自殺 

2 位：女性６０歳以上 
無職独居 

2 13.3% 28.3 
死別・離別＋身体疾患→病苦
→うつ状態→自殺 

3 位：男性 60歳以上 
有職独居 

1 6.7% 110.3 
配置転換／転職＋死別・離別
→身体疾患→うつ状態→自殺 

4 位：男性 20～39 歳 
無職同居 

1 6.7% 86.3 

①【30 代その他無職】ひきこ
もり＋家族間の不和→孤立→
自殺 
②【20 代学生】就職失敗→将
来悲観→うつ状態→自殺     

5 位：男性 20～39 歳 
有職独居 

1 6.7% 70.0 

①【正規雇用】配置転換→過
労→職場の人間関係の悩み＋
仕事の失敗→うつ状態→自殺 
②【非正規雇用】（被虐待・高
校中退）非正規雇用→生活苦
→借金→うつ状態→自殺 

出典：自殺総合対策センター「地域自殺実態プロファイル（2021）」 

※順位は自殺者の多さに基づく。 

※「背景にある主な自殺の危機経路」とは 

 NPO 法人ライフリンクが行った 500 人以上の自殺で亡くなった方についての実態調査

から、自殺は、平均すると 4 つの要因が連鎖して引き起こされており（参考：図 10）、

それらの要因の連鎖のプロセス（「自殺の危機経路」という）は、性、年代、職業等の属

性によって特徴が異なることが明らかになった。（詳細は『自殺実態白書 2013』（NPO

法人ライフリンク）） 

 表 5 の「背景にある主な自殺の危機経路」の欄には、それぞれのグループが抱え込みや

すい要因とその連鎖のうちの主なものが記載されている。 
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図 10：「自殺の危機経路」 
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１ 基本方針 

 令和４年１０月に閣議決定された自殺総合対策大綱を踏まえて、本市においては、以

下の６つを「自殺対策の基本方針」として揚げています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）生きることの包括的な支援として推進 

 個人においても地域においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力 

等の「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」より、失業や多重債務、生活 

苦等の「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに自殺リスクが 

高まります。 

そのため、自殺対策は「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きるこ 

との促進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方 

向で推進する必要があります。自殺防止や遺族支援といった狭義の自殺対策だけでな 

く、「生きる支援」に関する地域のあらゆる取組を総動員して、まさに「生きることの 

包括的な支援」として推進することが重要です。 

 

（２）関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにするためには、精神

保健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要です。また、

このような包括的な取組を実施するためには、様々な分野の施策、人々や組織が密接に

連携する必要があります。 

自殺の要因となり得る生活困窮、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性的マイノ 

リティ等、関連の分野においても同様の連携の取組が展開されています。連携の効果 

を更に高めるため、そうした様々な分野の生きる支援にあたる人々がそれぞれ自殺対 

策の一翼を担っているという意識を共有する必要があります。 

とりわけ、地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自立支援制度などとの連 

携を推進することや、精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて、誰もが 

適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにすることが重要です。 

 また、自殺の問題と同様の認識が示された孤独・孤立の問題への対策や、全国的に自

殺者数が増加傾向にある女性や子どもへの自殺対策についても、各関係機関、関連施策

と連携を図っていく必要があります。 

 

第 3 章 自殺対策における取組 

（１） 生きることの包括的な支援として推進 

（２） 関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

（３） 対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

（４） 実践と啓発を両輪として推進 

（５） 関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

（６） 自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮 
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（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

 さらに、自殺対策は、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、「対人支援のレベ

ル」、「地域連携のレベル」、「社会制度のレベル」、それぞれにおいて強力に、かつそれ

らを総合的に推進することが重要です。 

また、時系列的な対応としては、自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事前対 

応」と、現に起こりつつある自殺発生の危険に介入する「危機対応」、それに自殺や自

殺未遂が生じてしまった場合等における「事後対応」の、それぞれの段階において施策

を講じる必要があるとされています。 

さらに、「自殺の事前対応の更に前段階での取組」として、学校において、児童生徒

等を対象とした、いわゆる「ＳＯＳの出し方に関する教育」を推進することも重要とさ

れています。 

 

（４）実践と啓発を両輪として推進 

 自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥っ 

た人の心情や背景が理解されにくい現実があり、そうした心情や背景への理解を深め 

ることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当であるという 

ことが、地域全体の共通認識となるように積極的に普及啓発を行うことが重要です。 

全ての市民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気づき、 

精神科医等の専門家につなぎ、その指導を受けながら見守っていけるよう、広報活動、 

教育活動等や、精神疾患における普及啓発を図るとともにメンタルヘルスへの理解促進、

自殺に対する偏見を払拭し正しい理解を促進する啓発活動に取り組んでいく必要があ

ります。 

 

（５）関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

自殺対策を通じて「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するためには、

国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業、国民等が連携・協働して国を挙げて自

殺対策を総合的に推進することが必要です。そのため、それぞれの主体が果たすべき役

割を明確化、共有化した上で、相互の連携・協働の仕組みを構築することが重要となり

ます。 

自殺対策の目指す「誰も自殺に追い込まれることのない水俣市」の実現に向けては、

水俣市で暮らす市民一人ひとりが一丸となって、それぞれができる取組を進めていく必

要があります。 

 

（６）自殺者等の名誉及び生活の平穏への配慮 

基本法第９条において、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び

生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなけ

ればならないと定められていることを踏まえ、自殺対策に関わる者は、このことを改め

て認識して取り組む必要があります。 
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２ 施策の体系 

 本市の自殺対策は、国が定める「地域自殺対策パッケージ」においてすべての市町村

が共通して取り組むべきとされている「5 つの基本施策」と、本市における自殺の現状

を踏まえてまとめた「4つの重点施策」で構成されています。 

 「5 つの基本施策」は、「地域におけるネットワークの強化」や「自殺対策を支える

人材の育成」など、地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な取組

です。そのため、「事前対応」「危機対応」「事前対応の更に前段階の対応」のすべての

段階に及び、分野的にも「実践」と「啓発」の両方を網羅する幅広い施策群となってい

ます。 

 「４つの重点施策」は、本市における自殺の原因で最も多い健康問題と自殺のハイリ

スク層である高齢者、自殺のリスク要因となっている経済生活問題や勤務問題等に焦点

を絞った取組です。行政の縦割りを越えて、それぞれの対象に関わる様々な施策を結集

させることで、一体的かつ包括的な施策群となっています。 
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３ 5 つの基本施策 

 5 つの基本施策とは、地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な

取組、すなわち「地域におけるネットワークの強化」「自殺対策を支える人材の育成」

「住民への啓発と周知」「生きることの促進要因への支援」「児童生徒の SOS の出し方

に関する教育」です。 

 これらの施策それぞれを強力に、かつこれらを連動させて総合的に推進することで、

本市における自殺対策の基盤を強化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （１）地域における包括的・横断的なネットワークの強化 

生きる支援ネットワーク協議会をはじめ、地域におけるさまざまなネットワークを

活用し、早期発見・早期対応、支援体制の強化を図ります。 

（２）特定の問題に関する連携・ネットワークの強化 

  妊産婦や乳幼児・児童、高齢者・介護等に関して展開されているネットワークの連

携・強化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

（１）さまざまな職種を対象とする研修 

保健、医療、介護、福祉、商業、工業等、各分野において相談・支援等を行うさまざ

まな職種や、市職員を対象とするゲートキーパー養成講座を開催し、自殺のリスクを抱

えた市民を早期に発見し支援へとつなぐ役割を担う人材を育成します。 

また、ゲートキーパー講師養成講座の受講によりゲートキーパー養成講座の講師を増

やし、地域の人材育成を強化します。 

（２）市民に対する研修 

市民向けゲートキーパー養成講座を実施し、身近な地域で支え手を増やし見守りを強

化します。また、自死の発見を予見もしくは、察知できる可能性のある職業の方々等に

対して、出前講座等を活用しゲートキーパーのすそ野を広げます。 

※ゲートキーパー：自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気

づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができる人

のことで、言わば「命の門番」とも位置付けられる人のこと。 

【基本施策１】地域におけるネットワークの強化 

 本市の自殺対策を推進する上で最も基礎となる取組が、地域におけるネットワー

クの強化です。これには、自殺対策に特化したネットワークの強化だけでなく、他

の目的で地域に展開されているネットワーク等と自殺対策との連携の強化も含みま

す。妊産婦の子育ての悩みや産後うつ等や、介護者の介護の悩み等からくる自殺を

防止するための支援ネットワークなど、自殺の要因となり得る分野のネットワーク

との包括的かつ横断的な連携を強化していきます。 

【基本施策２】自殺対策を支える人材の育成 

 地域のネットワークは、それを担う人材がいてこそ機能します。そのため自殺対

策を支える人材の育成は、本市の自殺対策を推進する上で基礎となる重要な取組で

す。身近な地域で支え手となる市民を増やし、様々な分野の専門家や関係者に自殺

対策の視点を持ってもらうための研修等も強化していきます。 
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（１）啓発グッズの作成と周知 

計画や概要版、リーフレット等を作成し、さまざまな場所や機会を捉えて、自殺対

策に関する啓発活動を行います。 

（２）市民向け講演会・イベント等の開催 

 自殺予防週間（９月）や自殺対策月間（３月）に合わせて、自殺や自殺関連事業に

関する正しい知識を普及します。 

（３）各種メディアを活用した啓発活動 

市の広報紙やホームページ等を活用し、自殺対策関連の情報を掲載することで、市民

への周知と理解の促進を図っていきます。 

（４）地域や家族と連携した情報の発信 

地域のさまざまな団体や協議会等を通じ、児童生徒や高齢者等、地域の自殺の実態や

自殺対策について情報提供することで、市民が自殺に追い込まれることのない地域を作

っていく上での基盤を作ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）自殺リスクを抱える可能性のある人への支援（居場所づくりを含む） 

こころやからだの健康に関する悩みや経済的な問題等、さまざまな問題や課題を抱え

る人への相談対応や支援、集う場所等を引き続き提供します。 

（２）自殺未遂者への支援 

自殺企図者や自傷他害疑いの人等、行方不明捜索・保護活動を行います。また、救急

病院での救命後、対応困難な患者を受け入れ、入院等による治療、ケアを行います。 

（３）遺された人への支援 

 自死遺族等への支援情報等の提供を行います。 

（４）支援者への支援 

対応が困難な場合等、支援者に対する専門的な助言や支援等を受けられるよう関係機

関と連携します。 

 

【基本施策４】生きることの促進要因への支援 

 自殺対策は、「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きることの促

進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方向で

推進する必要があります。そのため、本市においても自殺対策と関連の深い様々な

分野における取組を幅広く推進していきます。 

【基本施策３】市民への啓発と周知 

 地域のネットワークを強化して相談体制を整えても、市民が相談機関や相談窓口

の存在を知らなければ、適切な支援につながることができません。そこで相談機関

等に関する情報を、様々な接点を活かして市民に提供するとともに、講演会等を開

催することで市民が自殺対策について理解を深めることのできる機会を増やしま

す。あわせて、広く地域全体に向けた啓発も強化します。 
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（１）SOS の出し方に関する教育の実施に向けた体制の整備 

児童生徒向けの SOS の出し方に関する教育について、教職員の研修に資する教材の

作成・配布、教職員の資質向上のための研修など国の動向等を踏まえ取組を実施します。 

（２）SOS の出し方に関する教育に対する理解の促進 

いじめに関するアンケートを実施し児童生徒の SOS のサインの早期発見・支援を行

うとともに、保護者向けの研修会を開催します。 

（３）児童生徒からの SOS に対応する受け皿の強化 

自立支援事業連絡協議会を開催し、「いじめ防止」「不登校対策」「虐待防止」につい

て協議するとともに、不登校児童生徒への対応や、校内体制に基づき組織的にいじめの

防止等の取り組みを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本施策５】児童生徒の SOS の出し方に関する教育 

 児童生徒が、社会において直面する可能性のある様々な困難・ストレスの対処法

を身に付けるための教育（SOS の出し方に関する教育）の実施に向けた取り組み

を進めます。 



22 

 

４ 4 つの重点施策 

 本市においては、年代では６０歳以上が多く、原因・動機では「健康問題」が最も多

く、「家庭問題」「経済生活問題」があります。自殺総合対策センターの作成した「水俣

市自殺実態プロファイル（2021）」においても、「高齢者」や「生活困窮者」による自

殺とともに、「勤務・経営」を理由とした自殺への取組を、今後重点的に進めることが

推奨されています。 

 これらの点から本市では、「健康問題」「高齢者」「生活困窮者」「勤務・経営」にかか

わる自殺への対応を、今後の重点施策と定めた上で取組を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）健康に関する知識の普及・啓発 

 身体的な健康とこころの健康に関する知識の普及・啓発を行います。 

（２）生じつつある健康問題に対して、早期発見・支援へつなぐための取組を推進する 

 こころや体の健康に関する相談支援、必要に応じた治療及び、それを受けられる環境

を整えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）高齢者向けの支援に関する啓発の推進 

高齢者や支援者に対して、高齢者向けの様々な相談・支援機関の存在を伝える取組を

進めます。 

【重点施策１】健康問題に関わる自殺対策の推進 

 こころの健康には、身体状況、社会経済状況、住居や職場の環境、対人関係な

ど、多くの要因が影響し、なかでも、身体の状態とこころは相互に強く関係してい

ます。健康が総合的なものであることを考えると、身体的な健康とこころの健康を

統合した全人的なアプローチが必要です。 

 そこで、本市では、こころの健康を維持するための生活やこころの病気への対応

などの知識の普及を図ります。 

 また、自殺の危険の高い人を早期に発見し、精神科医などの専門機関と連携し、

迅速に適切な治療を受けられる環境整備を推進します。 

 

【重点施策 2】高齢者の自殺対策の推進 

 高齢者は、死別や離別、病気や孤立等をきっかけに複数の問題を連鎖的に抱え

込み、結果的に高齢者の自殺リスクは急速に高まることがあります。そのため、

自殺リスクの高い高齢者の早期発見・早期支援が大きな課題となっています。 

 また、今後、団塊世代の高齢化がさらに進むことで、介護に関わる悩みや問題

も一層増えていくことが考えられます。 

 そこで本市は、高齢者支援に関する情報を高齢者本人や支援者に対して積極的

に発信し、高齢者を支える家族や介護者等への支援（支援者への支援）を推進し

ます。加えて、高齢者一人ひとりが生きがいと役割を実感することのできる地域

づくりを通じて高齢者への「生きることの包括的な支援」を推進していきます。 
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（２）支援者の「気づき」の力を高める 

日々の接触を通じて高齢者の自殺のリスクに早期に気づき、必要な支援につなぐこと

ができるよう、支援者に対するゲートキーパー養成講座の実施や受講の推奨を行います。 

（３）高齢者が生きがいと役割を実感できる地域づくりの推進 

地域における交流会や健康支援を兼ねたイベント等を通じて、高齢者と地域がつなが

れる機会を増すなどして、高齢者が生きがいを持って暮らせる地域づくりを進めます。 

（４）支援者への支援を強化する 

認知症の家族等、支援者を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）生活困窮に陥った人への「生きることの包括的な支援」を強化する 

生活苦等から自殺のリスクが高い市民に対し「生きることの包括的な支援」を提供す

るとともに、そうした支援を担う人材を育成します。  

（２）支援につながっていない人を、早期に支援とつなぐための取組を推進する 

自殺のリスクにつながりかねない問題を抱えている人を、早い段階で発見するととも

に、必要な支援へとつなぐための取組を推進します。 

（３）多分野の関係機関が連携・連動する基盤を整備する 

多分野の関係機関が連携し「生きることの包括的な支援」を推奨するための基盤を整

備するとともに、そうした取組の推進にあたって必要となるツールの活用等を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）勤務問題による自殺リスクの低減に向けた相談体制の強化 

過労やパワハラ、職場の人間関係等の勤務問題に端を発する自殺のリスクを低減させ

るための取組として、労働者や経営者を対象とする相談支援を充実させます。 

 

【重点施策 4】勤務問題に関わる自殺対策の推進 

 過労やパワハラ、職場の人間関係等勤務問題による自殺リスクの低減に向けた相

談体制を強化するとともに、勤務問題の現状や対策についての周知・啓発活動も強

化し、さらには、健康経営に資する取組を推進することで自殺リスクが高まりにく

い労働環境の整備を後押しします。 

 

 

【重点施策 3】生活困窮者支援と自殺対策の連動性の強化 

 生活困窮は「生きることの阻害要因」のひとつであり、自殺のリスクを高める要

因になりかねません。 

 生活困窮者による自殺を防ぐには、生活扶助等の経済的な支援に加えて、就労支

援や心身面の疾患に対する治療、様々な分野の関係者が協働し取組を進めること

で、生活困窮者を包括的に支援していく必要があります。 

 生活困窮者対策は、生活困窮者自立支援担当部門と自殺対策担当部門の連携が求

められることから、本市でも関係機関が連携しながら、包括的な生きる支援を図っ

ていきます。 
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（２）勤務問題の現状や対策についての周知・啓発活動の強化 

市内事業所に対して、勤務問題の現状について啓発を行うとともに、相談先情報やこ

ころと体の健康に関する相談窓口について周知を行います。 

（３）健康経営に資する取組を推進する 

労働者一人ひとりが心身共に健康で、やりがいを持って働き続けることのできる職場

環境づくりを積極的に推進し、そもそも勤務問題による自殺のリスクを生み出さないた

めの労働環境づくりを推進します。 
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５ 具体的取り組みと評価について 

 今後、以下の具体的取り組みにより、自殺対策を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策２　自殺対策を支える人材の育成
項目 実施内容 関係機関 具体的な取り組み

専門職向けゲート
キーパー養成講座
の開催

水俣保健所

市町、相談支援事業所、地域包括支援センター
等、ハイリスク者と出会う可能性の高い機関の
職員を対象にゲートキーパー養成講座を実施す
る。

市職員向けゲート
キーパー養成講座
の開催

総務課
いきいき健康課

職員へのゲートキーパー養成講座を実施する。
職員研修として位置づけ実施できるよう検討す
る。

ゲートキーパー講
師養成研修への受
講の推奨

いきいき健康課
職員が県主催のゲートキーパー講師養成研修を
受講する。

（２）市民に
対する研修

市民向けゲート
キーパー養成講座
の開催

いきいき健康課
自死の発見を予見もしくは察知できる可能性の
ある職業団体や市民団体等へゲートキーパー養
成研修を実施する。

（１）さまざ
まな職種を対
象とする研修

基本施策１　地域におけるネットワークの強化
項目 実施内容 関係機関 具体的な取り組み

生きる支援ネット
ワーク協議会

いきいき健康課
年２回協議会を開催し、みなまた生きる支援推
進プランに沿った施策の取り組み状況について
情報共有を行う。

精神保健相談
水俣保健所
いきいき健康課

随時、精神保健相談・こころの健康相談を受
け、相談内容に応じた助言等を行うとともに、
精神科医療機関や各種機関の紹介等を行う。

水俣市社会福祉協議会

ふれあい活動員が高齢者世帯や障がい者世帯等
へ訪問し、安否確認や心配事を傾聴し、必要に
応じて専門機関につなぐ。
ふれあい・いきいきサロンや地域リビングのよ
うに公民館等に会すことで安否確認を行い、定
期的に在宅への訪問活動を行うなど、地域の現
状に合わせた取り組みを行う。

水俣市地域婦人会連絡
協議会

ふれあい・いきいきサロンや地域リビング等で
公民館に集まり、互いの健康や近況報告で情報
を得る。

地域包括支援セン
ター

水俣市社会福祉協議会
（水俣市地域包括支援
センター）

地域包括支援ネットワーク構築と、関係機関と
連携しながら住民の健康や生活に関する相談に
対応する。

家庭訪問・見守り
活動

民生委員児童委員協議
会

さまざまな接点を生かして、心配事などを聞
き、必要に応じて関係機関と情報共有し連携を
図る。

保健・医療・福祉
連携会議

水俣市立総合医療セン
ター
福祉課、いきいき健康課

妊産婦やこどもの要フォロー者の情報共有を行
い、切れ目のない支援を行う。

子どもたちの自立
支援事業

教育委員会

市自立支援事業連絡協議会を実施し、児童生徒
を取り巻く課題の克服に向けて、関係機関のそ
れぞれの立場からの意見や情報を交換・協議
し、活動を推進する。

子育て世代包括支
援センター

いきいき健康課
妊婦からこどもまでの切れ目のない支援のた
め、子ども家庭総合支援拠点と一体となり、情
報共有・支援を実施する。

水俣市社会福祉協議会
ケアラーの認知度を向上させるための地区勉強
会や、支援の基盤づくりを目的とした研修会・
研究会議を実施する。

水俣市介護保険サービ
ス事業者連絡協議会

相談窓口を伝える。
部会内で共有し機関へつなぐ。

（１）地域に
おける包括
的・横断的な
ネットワーク
の強化

ふれあいネット
ワーク

（２）特定の
問題に関する
連携・ネット
ワークの強化

ケアラー支援
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基本施策３　市民への啓発と周知
項目 実施内容 関係機関 具体的な取り組み

様々な機会を活用
した啓発

水俣保健所
保健所ロビーにポスター及びリーフレットの設
置を行うとともに、芦北地域振興局twitter等
による啓発を行う。

計画や概要版、相
談窓口一覧のリー
フレット等の配布

いきいき健康課
協議会の構成団体へ配布及び設置を依頼し、広
く周知する。

いきいき健康課
3月の自殺対策強化月間に合わせて、ポスター
の掲示、市ホームページや広報紙への記事掲載
を行う。

水俣市地域婦人会連絡
協議会

中学生を対象に「薬物乱用防止キャンペーン」
を実施して犯罪・自殺につながらないようにす
る。

（２）市民向
け講演会・イ
ベント等の開
催

自殺や自殺関連事
業に関する正しい
知識の普及

いきいき健康課
9月の自殺予防週間と3月の自殺対策強化月間
に合わせて、いきいき健康コーナーに自殺対策
やこころの健康に関する掲示を行う。

広報紙の活用 いきいき健康課 広報紙にこころの健康について掲載する。

インターネットを
通じた情報発信

いきいき健康課
市長公室

市ホームページにこころの健康について掲載す
る。

児童生徒の自殺に
対する理解の促進

教育委員会
水俣市立小中学校

「熊本県いじめ防止基本方針」に基づき、６月
に「心のきずなを深める月間」を実施する。
また、自殺予防週間（９月）、児童虐待防止推
進月間（１１月）を踏まえたチャイルドライン
等の相談窓口の周知及び啓発を実施する。

地域の協議会等を
通じた情報発信

いきいき健康課 市民団体への講話などを実施する。

（４）地域や
家族と連携し
た情報の発信

（３）各種メ
ディアを活用
した啓発活動

（１）啓発
グッズの作成
と周知

自殺対策強化月間
キャンペーンの実
施

基本施策４　生きることの促進要因への支援
項目 実施内容 関係機関 具体的な取り組み

精神保健相談
水俣保健所
いきいき健康課

随時、精神保健相談・こころの健康相談を受
け、相談内容に応じた助言等を行う。精神科医
療機関や各種機関の紹介等を行う。

いきいきサロン 水俣市社会福祉協議会

会食会を中心とした交流活動を行う。
生活支援体制整備事業と連動し、これまで取り
組みのなかった地域での新たなサロンの設置や
継続して取り組みための支援を行う。

フリースペース 水俣市社会福祉協議会

固定したプログラムは設けず、ひきこもりや不
登校などの人が好きなことをしながら、家庭以
外で落ち着いて過ごすことのできる環境を提供
する。
毎週金曜日14時～16時30分に社会福祉協議
会多目的ルームで実施予定。

ひきこもり家族交
流会

水俣市社会福祉協議会

ひきこもっている人の家族等が同じ悩みを抱え
ている者同士で思いを語り合ったり、情報交換
をして家族の精神的負担の軽減や支援に繋ぐ
きっかけ作りに取り組む。
年4回（5月、8月、11月、2月）の第3水曜
日午後に開催予定。

総合相談支援 水俣市社会福祉協議会
いつでも相談に対応できるよう土曜日及び祝日
にも交代で職員による相談業務を実施し、その
後も継続的に支援する。

消費者行政対策事
業

福祉課

多重債務相談等の相談を受け付け、必要に応じ
て法律の専門家への相談につなぐ。また、水俣
市消費者あんしんネットワーク協議会の構成員
と連携し、要支援者の情報共有・見守り活動等
につなげる。

（１）自殺リ
スクを抱える
可能性のある
人への支援
（居場所つく
りを含む）
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項目 実施内容 関係機関 具体的な取り組み

障がい者支援

福祉課
支援センターまどか
くまもと芦北療育医療セ
ンター
石蕗の里相談支援事業所

障がいに関する相談を随時受け、各種手続きや
サービスの案内を行い、関係機関と連携し、必
要な支援の提供の調整を行う。
課内や相談事業所と情報共有を行い、必要な人
に必要な支援が行えるよう努める。

女性相談 福祉課・女性相談員
配偶者暴力相談支援センター、性暴力相談支援
センターとして、よりそいサポートセンターを
周知し、ＤＶや性暴力等の相談対応を行う。

福祉課・家庭児童相談
員

いきいき健康課

相談業務 水俣警察署 関係機関との情報共有、引継ぎなどを行う

乳児全戸訪問事業 いきいき健康課
生後４か月までの乳児がいる家庭に訪問し、支
援が必要な家庭を把握し、適切な支援につなぐ

子育て世代包括支
援センター

いきいき健康課
妊婦からこどもまでの切れ目のない支援のた
め、子ども家庭総合支援拠点と一体となり、情
報共有・支援を実施する

行方不明捜索・
保護活動

水俣警察署

行方不明者捜索、保護活動は各関係機関と協力
し対応する。
警察官が保健所等に通報を行う。（精神保健福
祉法第２３条）

医療機関の連携 精神科医療機関
関係機関と連携し必要に応じて治療やケアを行
う。

（３）遺され
た人への支援

自死遺族等への支
援情報等の提供

いきいき健康課 自死遺族等への支援情報等を提供する。

こころの健康アド
バイザー

精神科医療機関
水俣保健所
水俣市立小中学校

学校からの相談や事例検討に医師や心理士が必
要に応じて助言を行う。

精神保健福祉セン
ターへの相談

いきいき健康課 必要時相談し連携する。

家庭児童相談
児童虐待、子育て不安などの相談や要保護児童
対策地域協議会の運営と関係機関と連携を図り
ながら児童虐待への対応を行う。

（１）自殺リ
スクを抱える
可能性のある
人への支援
（居場所つく
りを含む）

（２）自殺未
遂者への支援

（４）支援者
への支援

基本施策５　児童生徒のSOSの出し方に関する教育
項目 実施内容 関係機関 具体的な取り組み

（１）SOS
の出し方に関
する教育の実
施に向けた体
制の整備

文部科学省による
教職員の研修に資
する教材の作成・
配布、教職員の資
質向上のための研
修等の検討

熊本県教育委員会
水俣市教育委員会

研修等の取組について随時検討する。

児童生徒のSOS
のサインの早期発
見・支援

教育委員会
水俣市立小中学校

教育相談アンケート/教育相談/三者面談/PTA
意見交換会/該当指導/心のアンケートを実施
し、学校・学級経営等に反映する、いじめの早
期発見に努める。

保護者向けの研修
会

水俣市PTA連絡協議会 必要に応じて研修会を開催する。

子どもたちの自立
支援事業

教育委員会

市自立支援事業連絡協議会を実施し、児童生徒
を取り巻く課題の克服に向けて、関係機関のそ
れぞれの立場からの意見や情報を交換・協議
し、活動を推進する。

子ども自立支援室
運営事業

教育委員会
各学校からの要請に応じて市教育相談員スクー
ルソーシャルワーカー３名を派遣、不登校対策
ケース会議への派遣を継続する。

（２）SOS
の出し方に関
する教育に対
する理解の促
進

（３）児童生
徒からの
SOSに対応
する受け皿の
整備
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項目 実施内容 関係機関 具体的な取り組み

広報紙の活用
いきいき健康課
市長公室

様々な健康に関する事業や情報提供を実施す
る。毎月19日はいきいき健康食育の日に合わ
せてホームページ等へ記事を掲載する。

様々な機会を活用
した啓発

いきいき健康課
様々な啓発機会を捉え、健康に関する啓発資料
や計画概要版等配布する。

水俣保健所
随時、精神保健相談を受け、相談内容に応じた
助言等を行う。
精神科医療機関や各種機関の紹介等を行う。

いきいき健康課
個別の事例にあわせて保健所のこころの健康相
談の利用、関係機関への紹介を行う。

インターネットを
通じた情報発信

いきいき健康課
市長公室

市ホームページやLINE等を活用し情報提供す
る。

医療機関
相談に対応し、必要に応じて関係機関とも連携
しながら支援する。

水俣保健所
いきいき健康課　等

随時、こころや体の健康に関する相談を受け、
相談内容に応じた助言等を行う。
精神科医療機関や各種機関の紹介等を行う。

こころや体の健康
などの状態に応じ
た外来及び入院診
療の実施

医療機関
こころや体の健康などの状態に応じた外来診療
及び必要時には入院診療を行う。

専門医と連携を図
り、迅速に適切な
治療を受けられる
環境整備

医療機関　等
専門医と連携を図り、迅速に適切な治療を受け
られる環境を整える。

重点施策１　健康問題に関わる自殺対策の推進

（１）健康に
関する知識の
普及・啓発

精神保健相談

（２）生じつ
つある健康問
題に対して、
早期発見・支
援へつなぐた
めの取組を推
進する

こころや体の健康
に関する相談支援

項目 実施内容 関係機関 具体的な取り組み

子ども自立支援室
運営事業

教育委員会

不登校・不登校傾向の児童生徒に対して、指導
員２名で学習支援や学校・社会生活への適応を
支援する。市スクールソーシャルワーカーと連
携し支援を必要とする児童生徒に対して、子ど
も自立支援室の見学や体験入室等を行う。

校内体制に基づき
組織的にいじめの
防止等の取組の実
施

水俣市立小中学校
生徒理解研修/生徒指導委員会/いじめ・不登校
対策委員会/子どもについて語る会/情報モラル
教育の実施、愛の1･2･3運動プラス1の取組

（３）児童生
徒からの
SOSに対応
する受け皿の
整備

項目 実施内容 関係機関 具体的な取り組み
（１）高齢者
向けの支援に
関する啓発の
推進

介護予防普及啓発
事業

いきいき健康課

介護予防啓発のリーフレット等を活用し、介護
予防活動の周知を行う。
訪問することで潜在的なニーズの把握に努め
る。

自殺リスクの早期
発見・早期支援

水俣市民生委員児童委
員協議会
水俣市社会福祉協議会
いきいき健康課

介護予防把握事業、高齢者への訪問等を通して
自殺リスクやこころの健康にリスクを抱える高
齢者を把握し、早期に対応、関係機関へつなげ
る。

既存の研修やイベ
ント等の機会の活
用

いきいき健康課 さまざまな機会を捉えて啓発活動を実施する。

ゲートキーパー養
成講座への受講の
推奨

いきいき健康課
高齢者とその家族の支援者等へゲートキーパー
養成講座の案内、受講を推奨する。

重点施策２　高齢者の自殺対策の推進

（２）支援者
の「気づき」
の力を高める
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項目 実施内容 関係機関 具体的な取り組み

水俣市社会福祉協議会

住民同士の交流活動や介護予防活動等、コロナ
禍でも継続した活動を行い、地域の集う場を確
保するとともに、新しい住民が参加しやすいよ
うな広報周知を行う。

水俣市介護保険サービ
ス事業者連絡協議会

対象者へ情報提供を行う。

いきいき健康課
心身の機能低下がみられる高齢者に短期集中的
な通所サービスで介護予防を行う。

水俣市介護保険サービ
ス事業者連絡協議会

対象者へ情報提供を行う。

いきいき健康課
地域の公民館等で介護予防事業を継続して実施
する。参加者の身体状況の把握に努める。

水俣市介護保険サービ
ス事業者連絡協議会

対象者へ情報提供を行う。

教育委員会 市民教室を広報で広く周知し実施する。

水俣市介護保険サービ
ス事業者連絡協議会

対象者へ情報提供を行う。

高齢者福祉セン
ターを利用した趣
味活動

水俣市老人クラブ連合
会

水俣市高齢者福祉センターを利用し、毎月、舞
踊や生け花などの趣味活動を行う。

（４）支援者
への支援を強
化する

認知症総合支援事
業

水俣市社会福祉協議会

認知症当事者と介護する家族を一体的に支援
し、早期の関係性構築や介助負担の軽減を支援
していく事業を地域を拠点として展開していく
自主運営グループに移行した家族会とは見守り
やピアサポートの立場から連携をとる。

地域リビング

通所型サービス事
業

まちかど健康塾

（３）高齢者
が生きがいと
役割を実感で
きる地域づく
りの推進

市民教室

重点施策３　生活困窮者支援と自殺対策の連動性の強化
項目 実施内容 関係機関 具体的な取り組み

生活困窮者自立相
談支援事業

水俣市社会福祉協議会

生活困窮またはその可能性のある人の相談に応
じ、就労支援や貸付のあっせんなどの支援に取
り組む。包括的・継続的な相談支援を行う。
また、生活困窮者に対する包括的・継続的な支
援体制構築のため、支援関係機関とのネット
ワークづくりに取り組むとともに、生活困窮者
等の食生活改善のための支援や緊急的な食料
品・日用品等の支援を行う。

家計相談支援事業 水俣市社会福祉協議会
家計の状況を明らかにし、家計表作成や出納管
理などの家計管理を支援するとともに、家計改
善に必要な情報提供や助言・指導等を行う。

生活相談 福祉課
社会福祉協議会との連携を強化し、第1のセー
フティネット、最後のセーフティネットを効果
的に活用し、包括的に支援を行う。

消費者行政対策事
業

福祉課

水俣市消費生活センターでの相談に加え、出前
講座等によるアウトリーチ支援を行う。また、
水俣市あんしんネットワーク協議会を活用した
多機関協同による支援を強化する。

（２）支援に
つながってい
ない人を、早
期に支援とつ
なぐための取
組を推進する

ゲートキーパー養
成講座

いきいき健康課
税滞納金の徴収、生活支援等を担当する職員
へ、ゲートキーパー養成講座を職員研修として
実施する。

（３）多分野
の関係機関が
連携・連動す
る基盤を整備
する

連携のあり方に関
する基本認識を共
有

各関係機関
個別の事例検討を通じて、連携のあり方に関す
る基本認識を共有する。

（１）生活困
窮に陥った人
への「生きる
ことの包括的
な支援」を強
化する
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具体的取り組みに関する評価 

項目 現状値（R3 年度） 目標値 

生きる支援ネ

ットワーク協

議会開催 

協議会開催による本プラ

ンの進捗管理及び具体的

取り組みの推進により、

自殺対策の推進を図る。 

年１回 年２回以上 

市職員向けゲ

ートキーパー

養成講座 

自殺のリスクを抱えた人

を早期に発見し支援へと

つなぐことのできる人材

を育成することで、自殺

予防につなげる。 

年１回 

累計５６人 

（20％未満） 

市職員全員

が受講 

「参加してよかっ

た」「自殺対策の理

解が深まった」「今

後の活動に活かせ

る」と答える人の

割合９０％以上 

専門職・市民

等向けゲート

キーパー養成

講座 

累計 134 人 

年２回以上 

累計 350

人以上の住

民が受講 

自殺対策に関

する周知 

（啓発活動） 

広く市民に啓発すること

で、市民の自殺対策の理

解を深めるとともに、自

殺リスクを抱える人に必

要な情報が提供できる。 

年１回 

広報紙掲載 

概要版作成・ 

配布 5,700 部 

広報紙掲載年２回以上 

概要版作成・配布 ６,000 部 

市ホームページ掲載 

精神保健相談

対応者におけ

る関係機関と

の連携状況※ 

相談対応後関係機関と連

携を図ることで、必要な

人に必要な情報や支援を

提供することができる。 

連携 100％ １００％ 

※連携状況：情報共有や支援、ケース会議の実施等 

重点施策４　勤務問題に関わる自殺対策の推進
項目 実施内容 関係機関 具体的な取り組み

（１）勤務問
題による自殺
リスクの低減
に向けた相談
体制の強化

労働問題に関する
相談窓口の情報提
供

水俣商工会議所
労務相談会をはじめ経営に関する無料定例相談
会を実施する。
相談窓口を設置する。専門家を派遣する。

水俣商工会議所
労務相談会をはじめ経営に関する無料定例相談
会を実施する。
相談窓口を設置する。専門家を派遣する。

経済観光課
経済観光課のメールマガジン・窓口へのパンフ
レット設置等で適宜周知を行う。

こころや体の健康
相談窓口の周知

いきいき健康課
働き世代へのこころと体の健康相談窓口につい
て機会を捉えて周知に努める。

水俣商工会議所
中小企業大学受講を支援する。
健康経営に関する無料出張勉強会を実施する。

経済観光課
関連のあるものについては経済観光課のメール
マガジン・窓口へのパンフレット設置等で適宜
周知を行う。

協会けんぽ熊本
「ヘルスター」認
定制度の推進

経済観光課
経済観光課のメールマガジン、窓口へのパンフ
レット設置等で周知を行うとともに、企業支援
員を中心に事業者訪問の際、制度紹介を行う。

熊本県「ブライト
企業（※）」認定
制度の推進

経済観光課

経済観光課のメールマガジン、窓口へのパンフ
レット設置等で周知を行うとともに、企業支援
員を中心に事業者掘り起しと事業者の認定申請
支援を行う。

厚生労働省、中小
企業庁の「働き方
改革」等のPR活
動

経済観光課
経済観光課のメールマガジン・窓口へのパンフ
レット設置等で適宜周知を行う。

※ブライト企業：ブラック企業と対極の企業をイメージする熊本県の造語で、働く人が生き生きと輝き、
　　　　　　　　安心して働き続けられる企業のこと

（２）勤務問
題の現状や対
策についての
周知・啓発活
動の強化

勤務問題の現状に
ついて啓発、相談
先情報の周知

（３）健康経
営に資する取
り組みを推進
する

健康経営に関する
勉強会
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 自殺対策を推進するため、水俣市生きる支援ネットワーク協議会を設置し、庁内組織

である、庁議や課長会議等を活用して、市における総合的な対策を推進します。 

 また、関係機関や民間団体等で構成する水俣市生きる支援ネットワーク協議会におい

て、連携を強化し、それぞれの分野で課題を探り、事業の推進に努めるとともに、推進

状況の確認、評価を行います。 

【推進体制図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 自殺対策の推進体制 
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水俣市生きる支援ネットワーク協議会設置要綱 

 

（目的） 

第１条 水俣市民の自殺対策を進める上で、水俣市の自殺の実態や自殺対策の理念・目

標等の共有を行い、水俣市自殺対策計画の策定に向けた検討及び体制づくりを行うと

ともに、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するため、「水俣市生きる支援ネットワ

ーク協議会」（以下「協議会」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 協議会は、次の事項について協議する。 

（１） 本市の自殺対策について必要な情報交換に関すること。 

（２） 自殺対策に関する施策等の検討と評価に関すること。 

（３） 前２号に揚げるもののほか、自殺対策に関すること。 

（構成） 

第３条 協議会は、別表に揚げる機関、団体等から推薦された委員をもって構成する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 任期中の委員の欠員による後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 協議会に、会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代行する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は原則として年１回以上開催する。 

３ 協議会が必要があると認めるときは、協議会の構成機関以外の者を出席させること

ができる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、福祉環境部いきいき健康課において処理する。 

（費用） 

第８条 本会の出席者における旅費及び日当については負担しない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（招集の特例） 

１ この要綱の施行の日以降最初に開かれる会議は、第６条第１項の規定にかかわら

ず、市長が招集する。 

（施行期間） 

２ この要綱は、告示の日から施行する。 

参考資料 
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附 則（平成３１年４月１日告示第６０号） 

 この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月１７日告示第１８号） 

この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（令和４年３月３０日告示第２７号） 

  この要綱は、告示の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

   附 則（令和４年１０月１４日告示第８９号） 

  この要綱は、告示の日から施行し、令和４年１０月１日から適用する。 

 

 

別表（第３条関係） 

 構成団体 

Ｎｏ 機関名 

１ 水俣市芦北郡医師会 

２ 水俣病院 

３ 水俣協立クリニック 

４ みずほ病院 

５ 水俣市ＰＴＡ連絡協議会 

６ 水俣市学校長会 

７ 水俣市民生委員児童委員協議会 

８ 水俣市社会福祉協議会 

９ 水俣市地域包括支援センター 

１０ 水俣商工会議所 

１１ 水俣警察署 

１２ 水俣保健所 

１３ 水俣市役所産業医 

１４ 水俣市介護保険サービス事業者連絡協議会 

１５ 水俣市老人クラブ連合会 

１６ 水俣市地域婦人会連絡協議会 

１７ 水俣市教育委員会 

１８ 水俣市福祉環境部福祉課 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※SDGs（持続可能な開発目標）とは 

2015 年に国連で採択された、2030 年までに達成を目指す 17 の国際目標。 

「誰一人取り残さない」という理念のもと、「環境」「経済」「社会」の三側面に

統合的に取り組むことで持続可能な開発を目指します。 
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